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9：00 
▼ 

12：00 
▼ 

13：00 
▼ 

17：00 
▼ 

18：00 
▼ 

20：00 
▼ 

始
業
時
刻 

休
憩
時
間 

所
定
の
終
業
時
刻 

法
定
内
時
間
外
労
働 

法
定
外
時
間
外
労
働 

終
業
時
刻 

所定労働時間（休憩時間を除く）　7時間 

法定労働時間（休憩時間を除く）　8時間 

拘束時間　11時間 

1時間 1時間 2時間 

3時間 1時間 1時間 4時間 2時間 

〈週労働時間の特例措置の対象〉 
（週40時間→44時間まで可能） 
常時10人未満の労働者を使用する 
①　商業 
②　映画・演劇業（映画の製作の
事業を除く） 

③　保健衛生業 
④　接客娯楽業 

法定労働 
時　　間 

１日　8時間 

１週　40時間 

原則 

特例 
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者

 

1か月単位の変形労働時間制
の導入が可能に 

所轄労働基準監督署長へ届出 

就業規則その他 
これに準ずるもの 

労　使　協　定 
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9休 

１６５ 

時間 

6休 

１６５ 

時間 

7休 

１８０ 

時間 

6休 

１８０ 

時間 

１１休 

１５０ 

時間 

6休 

１８０ 

時間 

7休 

１８０ 

時間 

9休 

１６５ 

時間 

6休 

１８０ 

時間 

7休 

１８０ 

時間 

6休 

１８０ 

時間 

7休 

１８０ 

時間 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 11月 
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１　週 １　週 １　週 １　週 

休　 休　 休　 休　 

　4　週 

  休休　  休休　 

◆休日の意義等 

◆休日の与え方 

「休日」とは…労働契約上、労働義務のない日のこと。 

休日 
原　則 

例　外 

　　　午前0時～午後１２時　 暦日　　　　　　　　　　　の休み 　　　の２４時間 

3交替制勤務等の特殊な場合のみ、継
続２４時間の休みでも可 

休日 
原　則 

例　外 

できるだけ特定す
るのが望ましい。 

就業規則その他こ
れに準ずるもので
4週間の起算日を
明らかにする。 

週
１
日 

与
え
方 

４
週
４
日 

変
形
休
日
制 

要
　
件 

(　　　　)
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～休日の振替・代休・休日労働の違い～ 

休日の振替 

代　休 

休日労働 

事前に他の勤務
日に振替 

・就業規則に振替休日の規定を設ける。 
・事前に振替日を指定して、通知する。 
・4週4日の休日を確保する。 
・振替の結果、休日のなくなる週については労働時間
の扱いに注意する。 

休日振替の 
留意事項 

所
定
休
日 

休日出勤後、事後
に他の勤務日を
休みにする 

「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定め
られた日を別の日に振り替え、その代わり、
あらかじめ休日と定められた日は労働日と
することです。 
　このように、事前に休日振替をした場合は、
本来の休日と労働日を入れ替えたことにな
り、休日労働としての割増賃金の対象には
なりません。 

「代休」とは、休日労働をさせたあとで、そ
の休日労働の代わりに、他の労働日に休日
を取得することを認めるというものです。 
　代休の場合は、休日の振替と違い、事前
に休日を労働日とするような手続きがとら
れないため、その日はあくまでも休日のま
まで、その日に労働させることは休日労働
となり、割増賃金の対象となります。 
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例）午前９時から午後12時（休憩１時間）まで労働させた場合 

割増賃金 
６割以上 

ＡＭ 
９:00

ＰＭ 
10:00

ＰＭ 
12：00

１２時間 ２時間 

休　日　労　働 休日労働＋深夜残業 

割増賃金 
３割５分以上 

９：00～22:00→１時間当たりの賃金×1.35×12時間　　　　　　　　休日労働 
22:00～24:00→１時間当たりの賃金×1.60（1.35＋0.25）×２時間　　　休日労働＋深夜労働 

例）就業時間が午前９時から午後５時（休憩１時間）までの場合 

割増賃金 
５割以上 

17:00～18:00→１時間当たりの賃金×1.00×１時間　　　　　　　　法定時間内残業 
18:00～22:00→１時間当たりの賃金×1.25×４時間　　　　　　　　法定時間外残業 
22:00～５:00→１時間当たりの賃金×1.50（1.25＋0.25）×７時間　　　法定時間外＋深夜残業 

ＡＭ 
９:00

ＰＭ 
５：00

ＰＭ 
６：00

ＰＭ 
10:00

ＡＭ 
５：00

７時間 ７時間 ４時間 
１
時
間 

所定労働時間 法定時間外残業 
 

法定時間外＋深夜残業 
 

法
定
時
間
内
残
業 

割増賃金 
２割５分以上 
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法定時間外労働時間数　　　　　　　累計 
 
3時間×3日　　　　＝ 9時間　 9時間 
3時間×5日＋4時間＝19時間　28時間 
3時間×5日　　　　＝15時間　43時間 
3時間×5日　　　　＝15時間　58時間 
3時間×5日　　　　＝15時間　73時間 
 
 

法定休日労働時間数　　2時間 

法定時間外労働
時間数の累計が1
か月60時間を超
える、 
27日の時間外労
働3時間目から、
割増賃金率が5割
となる。 

土曜が所定休日、日曜が法定休日の場合 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

算定に含まれる部分 
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代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率 
（1.50－1.30＝0.20） 
代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率 

換算率を何％にするかなど、具体的な算定方法を労使協定で定めます。 
例の場合、代替休暇の時間数は、（80－60）×0.20＝4時間となります。 

（例）次のような算定方法になります。 

代替休暇
の時間数 

換 算 率  

換 算 率  1か月の法定時
間外労働時間数 

代替休暇を取得しなかった場合に 
支払うこととされている割増賃金率 

代替休暇を取得した場合に 
支払うこととされている割増賃金率 

＝ × －　60

＝ － 

代替休暇の時間数は、1か月
60時間超の法定時間外労働
時間に対する引上げ分の割
増賃金額に対応する時間数
となります。 

1.50

1.30
60ｈ 80ｈ 

換算率 

1.50

1か月に80時間の法定時間外労働を行った場合 

休暇に代替できない部 
分（必ず金銭で支払う 
部分） 

割増賃金率 

1.30

1.25

1.00

時間外労働なし 
0ｈ 限度時間 

（月45ｈ等） 
60ｈ 80ｈ 

休暇に代替できる部分 

※ 
※この部分も労使協定に
より代替休暇の対象と
することが可能です。 

法定時間外労働時間数 
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意向の確認 
→意向あり 

賃金支払日25％の 
割増賃金の支払い 

1か月60時間を超える 
法定時間外労働 

代替休暇の取得 

4月 5月 20日 6月 取得 7月 

意向の確認 
→意向なし 

賃金支払日50％の 
割増賃金の支払い 

1か月60時間を超える法定時間外労働 

4月 5月 20日 6月 7月 
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時間外労働 

深 夜 労 働 

休 日 労 働 

2割5分以上 

割増率 

※1か月６０時間を超える法定時間外 
　労働に対しては5割以上 

3割5分以上 

割増賃金の算定基礎賃金 通常の労働時間または労働日の賃金 

除外できる賃金（手当） 

家族手当 通勤手当 別居手当 住宅手当 子　女 
教育手当 

臨時に支払 
われた賃金 

1か月を超える 
期間ごとに支払 
われる賃金 

※上記の手当については、名称にかかわらず、実質で判断されます。 
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ＡＭ9：00 ＰＭ5：00 ＰＭ6：00 ＰＭ8：00

所定労働時間 

7時間 1時間 2時間 

法内 
残業 時間外労働 

割増賃金2割5分以上 
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ＡＭ8：00 ＰＭ5：00 ＰＭ10：00 ＰＭ11：00

休日労働 

8時間 5時間 1時間 

休日労働 休日労働 
＋深夜労働 

休日労働3割5分以上 
＋ 

深夜労働2割5分以上 

ＡＭ8：00 ＰＭ5：00 ＰＭ10：00 ＰＭ11：00

所定労働時間 

8時間 5時間 1時間 

時間外労働 時間外労働 
＋深夜労働 

時間外労働2割5分以上 
＋ 

深夜労働2割5分以上 
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※　労使協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
労使協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出る必要が
あります。 

　労働時間の全部または一部を事業場
外で従事した場合で、使用者の指揮監
督が及ばず、労働時間が算定しがたいと
き 

　従事者の中に労働時間を管理する
ものがいる場合 
　事業場外で業務に従事する者が、
携帯電話等によっていつでも連絡が
とれる状態にあり、随時使用者の指示
を受けながら労働してる場合 
　業務の具体的指示を受けており、
帰社する場合 

　原則として所定労働時間労働した
ものとみなされます。 
　所定労働時間を超えて労働するこ
とが必要となる場合には、「当該業務
の遂行に通常必要とされる時間」労
働したものとみなされます。 
　 について、※労使協定で「当該事
業の遂行に通常必要とされる時間」
を定めた場合は、その時間労働した
ものとみなされます。 

事
業
場
外
労
働 

みなし 
労働時間制の 
対　象 

対象外 

みなし 
規　定 

使用者の指揮監督が 
及んでいる場合 (          )例 例 

事
業
場
外
労
働
の

労

働

時

間
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